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第 1章  計 画の目的と基本方針

第 1章  計 画の目的と基本方針

lB計 画の 目的

①平成 21年 に世界的流行となった豚由来の新型インフルエンザ (HlNl)
は弱毒性であったため、幸いにも区民生活に大きな影響は発生しなかったが、
今後、強毒性への変異や高病原性鳥インフルエンザ (H5Nl)の 流行も懸
念されている。

①区は、区民にとって最も身近な基礎的自治体であり、新型インフルエンザ発
生時にも、感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限に留めるととも
に、社会 ・経済を破綻に至らせないための対策を実施する必要がある。

①しかしながら、新型インフルエンザ発生時には、区職員も感染し出勤率が低
下することから、感染拡大を防止するための対策の実施や平常時に実施して
いる行政サービスの提供が困難になることが想定される。

①このため、限られた人員で区民に必要不可欠な区の業務を継続できるよう、
「葛飾区業務継続計画 (BCP:Business COntinuity Plan)<健康危機管理

編>」 (以下、 「本計画」とする。)を 策定するものである。

2B区 の役割

①新型インフルエンザ対策を行 う上では、それぞれが以下の役害1を担うことが
重要である。
・ 「自助」―区民一

人ひ とりが正 しい感染予防策を実践する。
・ 「共助」一区民同士が互いに新型インフルエンザ対策を協力 して行 う。

万一
感染 した場合には他の人に感染 させない。

・ 「公助」―区は、国、都 と連携 し、感染拡大予防策を実践するなど、区

民の 「自助」、 「共助」を支える責務を果たす。

(うつらない) (うつさない)

(拡げない)

図 1自 助・共助・公助の関係
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第 1章  計 画の目的と基本方針

①新型インフルエンザ対策として、区が担うべき役害Jは、以下のとおり。
・ 新型インフルエンザの正しい知識や感染予防対策の周知 ・啓発を図る。
。 新型インフルエンザの発生 ・流行状況を発信する。
・ 新型インフルエンザの相談窓口を整備する。
・ 医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携し、医療体待Jを確保する。
・ 区を越えた医療体制整備への協力を行 う。
・ 区の業務継続計画の策定 ・継続的見直しを行 う。
・ 区民に必要不可欠な業務を継続するための準備を行 う。
・ 国、都と連携して、事業者の業務継続計画 (BCP)策定の支援を行 う。
・ 自治町会、商工会議所等幅広い機関 ・団体と連携する。

3.業 務継続の基本方針

① 「区民の健康と生活を守ること」は区の責務である。

①区は、新型インフルエンザ発生時にも、区の責務を果たすため、業務継続に

おける基本方針を以下のとおりとする。

(1)健康被害を最小限にする

■ 感 染予防策の徹底を図る。

■ 発 生状況等の情報を提供する。

■ 区 の相談体制を整備する。

■ 医 師会、薬剤師会等と連携を図り、医療体制を確保する。

(2)区 民に必要不可欠な業務を継続する

■ 区 民に必要不可欠な業務は、継続あるいは執行方法を変更して実施す

る。

■ 集 会等感染拡大の恐れのある業務や区民への影響が少ない業務は、状

況に応じて中止する。
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第 1章  計 画の目的と基本方針

(予想される感染状況 :都行動計画より平成 22年 10月 1日 の人口を 基に算出)
約 30%が 罹患  (区 内患者数約 135千 人 ・死亡者数約 500人 )

社会 ・経済の破綻が危倶される

強毒性の新型インフルエンザ流行

(1)健康被害を最小限にする (2)区 民に必要不可欠な業務を経続する

①感染予防策の徹底

①発生状況等の情報提供

○区の相談体制を整備

①医師会、薬剤師会等と連携を図 り、

医療体制を確保

①区民に必要不可欠な業務は、継続あるいは

執行方法を変更 して実施する。

①集会等感染拡大の恐れのある業務や区民ヘ

の影響が少ない業務は、状況に応 じて中止

する。

職員の欠勤

(最大 40%)

図 2業 務継続(健康危機管理編)の基本方針 概念図
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第 2章  計 画策定の前提条件

第 2 計画策定の前提条件

1=対 象 となる感染症

①前提とする感染症は、 「葛飾区新型インフルエンザ対策行動計画」にて想定

している強毒性の新型インフルエンザとする。

(1)新型インフルエンザの特徴

①新型インフルエンザとは、過去にヒトが感染したことのない新しいタ

イプのインフルエンザのことで、ヒトは免疫を持っていないため、世

界中で大流行するといわれ、人命や社会経済活動に多大な被害をもた

らすことが懸念されている。

①現在推測される新型インフルエンザの特徴は、以下のとおり。

表 1新 型インフルエンザの特徴

(2)新型インフルエンザによる主な影響

①新型インフルエンザ発生時に想定される主な影響は、以下のとおり。

表 2新 型インフルエンザによる主な影響

発熱 (38℃以上)、 咽頭痛、咳、呼吸困難、全身俗怠感、

関節痛

1～ 3日 間 (最大 7日 )

発症日の前日から発症後約 7日程度

(軽快しない場合はさらに長期間)

喀痰、飛沫物、鼻汁、その他

被害の対象
○主として、人に対する被害が大きい

○社会インフラヘの物理的な被害はない

①被害が国内全域、全世界的となる

①他地域からの応援は期待できない

○不確実性が高く影響予測が困難

災害発生と

被害制御

○海外で発生した場合、事前に対応策の準備が可能である

○感染防止策により、健康被害を抑制することが可能である

- 4 -



第2章  計 画策定の前提条件

(3)他 の感染症等への準用

①本計画は、強毒性の新型インフルエンザを想定した内容で策定するが、
発生後のウイルスの感染力や致死率等を把握し、その性状や職員の出
勤率などに応じ、弾力的 ・機動的な運用を図る。

①新興感染症についても、感染症の毒性や感染力及び潜伏期間は不明確
ではあるが、多大な健康被害が生じる恐れがある、または業務継続に
支障が生じる恐れがある場合には、健康危機管理対策本部で協議し、
本計画を準用する。

2.新 型インフルエンザ発生段階

①新型インフルエンザの発生段階の定義は、以下のとおり。

‐5-



第 2章  計 画策定の前提条件

表 3国 、都及び区の発生段階の定義

発生前期 ヒトヘの感染事例も認め

られるが、ヒトーヒト感染

は明らかでない

フ ェー ズ 1 ヒトヘ感染する恐れのあ

るウイルスが存在。 ヒト

ヘの感染 リスクは小さい

フェー ズ 2 A ・ フ

ェーズ 2 B

ヒトヘの発症に対 してか

なりのリスクを提起する

フェー ズ 3 A・ フ

ェーズ 3 B

ヒト感染が見られるが、

ヒ トーヒ ト感染による拡

大は見られない

海外発生期 海外でヒ トーヒ ト感染が

認められ、新型インフル

エンザが発生 したことが

確認 される

フ ェー ズ 4 ～ 6 A 国内非発生

国内発生期 国内または都内で新型イ

ンフルエンザの発生が確

認されるが、感染拡大は

非常に限られている

フ ェー ズ 4 B 限定 された ヒ トーヒ ト感

染の小 さな集団 (クラス

ター)が 見 られるが拡散

は非常に限定されている

都内流行期

前期

都内で複数のクラスター

が見られ、さらに拡大が

予想される

フ ェー ズ 5 B より大きなクラスターが

見 られ るが ヒ トーヒ ト感

染は依然限定的

都内流行期

後期

都内で急速に感染が拡大

し、流行 している

フ ェー ズ 6 B 一般のと 卜社会の中で感

染が増加、持続 している

大規模流行期 流行予測を超えて大流行

し、全医療機関で確保可

能な病床数を超える規模

での発生が予想 され、新

たな対応が必要となる

流行終息期 新規外来患者数が 1医療

機関あたり週 10人 以下

となる状況が 2週 間以上

続く

パンデ ミック(大規模流

行)が発生する前の状態

へ急速に回復している

※Aは 海外発生のみ、Bは 国内発生 出 典 :東京都新型インフルエンザ対策行動計画を基に作成

占
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第 2章  計 画策定の前提条件

3B被 害想定

(1)都及び区の流行予測

①被害想定は、 「葛飾区新型インフルエンザ対策行動計画」に記載の流
行予測とする。

①なお、国の想定は 「全人日の25%が罹患する」となっているが、都の

想定は、人日の集中する東京の特性を考慮し「都民の約 30%が罹患する」
としているので、本計画では都の想定を適用する。

表 4都 及び区の流行予測

(2)新 型インフルエンザ発生時に想定される社会経済状況等

①新型インフルエンザ発生時に想定 される社会経済状況等は、以下のと

お り。

都民の約 30%が 罹患すると想

定

区民の約 30%が 罹患すると想定

3,785,000人 134,900人

(平成 22年 10月 1日時点の人口

をもとに算出)

流行予測

ヤこよる

被害

3,785,000人

291,200人

14,100人 (インフルエンザ関

連死亡者数)

500人

(インフルエンザ関連死亡者数)

流行予測

のピーク

時の被害

13,300ノ(

日最大必要

病床数

フ
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行 と体制の確立

第3章 発生段階ごとの業務遂行と体制の確立

1日業務区分の考 え方

①新型インフルエンザ発生時にも、区民の健康と生活を守るため、新型インフ
ルエンザ対策業務として新たに発生する業務 (以下、 「新規発生業務」とす
る。)を 遂行すると同時に、区民生活に必要不可欠な行政サービスを継続す
る必要がある。

①感染が拡大する状況下においては、職員も罹患することが想定され、職員の

出勤状況に応じて、限られた人員で業務を遂行していくことが必要となる。
①新型インフルエンザ発生時における業務区分を設定し、限られた職員にて業
務を遂行できる体制を構築することが重要となる。

表 6 業 務区分の考え方

ドライン (新型インフルエンザ対策編)を 基に作成

新規発生業務

①感染拡大防止策

②危機管理体制上必要となる業務

①感染予防策の周知、発熱相

談、疫学調査など

②健康危機管理対策本部など

継続業務

①住民の生活を守るための業務

②住民生活の維持に係る業務

③中止すると重大な法令違反とな

る業務

④区市町村業務維持のための基盤

業務

①災害時の緊急対応など

②廃棄物の収集運搬など

③法令等で定められている検

査 ・届出など

④各種システムの維持など

変更業務

①継続 ・中止以外の業務

②対面業務等を工夫して実施する

業務

①福祉サービスの提供、道路整

備事業など

②許認可、届出 ・交付等の窓日

業務など

中止業務

①多数の人が集まる文化施設や業

務

②その他、緊急性を要しない業務

①各種講座、イベン トなど

②緊急性を要しない管理 ・調査

など

出典 :区市町村 BCP策 定ガイ
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行 と体制の確立

2コ新規発生業務の抽出

(1)新規発生業務とは

①新規発生業務とは、新型インフルエンザ発生時に、区民の健康と生活

を守るため、感染拡大防止策や危機管理体制上必要となる業務をい

う。

①感染拡大防止策としては、感染予防策の周知や発熱相談センターの設

置、危機管理体制上の組織的な対応としては、健康危機管理対策本部
の設置 ・運営、国や都との連絡調整などが挙げられる。

(2)新規発生業務の抽出

①新規発生業務は、流行の初期段階に必要となる業務や、流行のピーク

時に必要となる業務等、その開始時期と終了時期が業務の特性により

異なる。

①担当する新規発生業務が発生段階のどの時期から業務を開始する必要

があり、どの時期までその業務を継続する必要があるかについて、業

務一つひとつについて検討し、抽出する。

3.通 常業務の執行区分定義 ・振り分け方法

①平常時に実施している通常業務についても、区民に必要不可欠な業務は、限

られた人員で業務継続を図らなければならない。

①区民への影響が少ない通常業務を一時休止する等の対応により、感染拡大を

防止する一方で、新規発生業務を含めた区民にとつて必要不可欠な業務は優

先的に継続できるよう、各業務の執行区分を決定する。

※執行区分振り分け後の通常業務一覧については、 「(各論)第 1章発

生段階別業務執行区分」を参照

(1)執行区分の定義

①通常業務の執行区分は、以下のとおり。
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第3章  発 生段階ごとの業務遂行と体制の確立

表 7執 行区分の定義

(2)業務振り分け基準

①すべての通常業務について振り分けを行 う。
①各業務の振り分け基準は、業務継続の基本方針 (第1章 「3.業務継続

の基本方針」参照)に 基づき、以下のとおりとする。

① 『感染しやすい業務形態』 (「Yes」または 「No」)
※基本方針 (1)「 健康被害を最小限にする」に基づく基準

<対 象業務の業務形態が 『感染しやすい業務形態』か否かの観点>
①業務を継続することで、区民や職員に対して感染を拡大させる可能
性が高い業務については、業務の執行区分を変更または中止する必
要がある。

【判断基準】

①直接的なウイルスの曝露を受ける可能性の高い1～ 2m以 内で、
原体の保有者と接触する機会があるか否か

①なお、機会あたりの接触人数や接触時間、頻度などは考慮せず、
くまで機会の有無のみで判断する。

病

あ

通常行つているとおり、業務の執行方法を変えずに継続する。

感染拡大を防止する観点から、業務の執行方法を変えて継続する。

業務を中止する。

「中止」した業務を通常どお りの執行方法で再開する。
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行と体制の確立

表 8感 染しやすい業務形態の定義

② 『優先業務』 (「Yes」または 「No」)
※基本方針 (2)「 区民に必要不可欠な業務を継続する」に基づく基準

<対 象業務が 『区民に必要不可欠な業務』か否かの観点>

①区民に必要不可欠な業務については平常時どおり、もしくは、業務

遂行方法を変更し、継続する必要がある。

①職員が欠勤する状況であることから、区民への影響が少ない業務は

状況に応じて中止する。

【判断基準】

(ア)中 止した場合、区民の生命や経済活動等に影響が生じるため、

中断できない業務

→優先業務 「Yes」

(イ)中 止した場合、区民の生命や経済活動等への影響が少ないため、
一定期間の中断ができる業務

→優先業務 「No」

①業務の振り分け基準を基に、以下のとおり業務を4つ に分類する。

口業務上、職員以外の不特定多数 (外部)の ヒトと 1～2m以 内で接する

機会があるすべての業務

口複数名以上集まって (職員のみの場合は除く)行 う業務 (研修、集会、

会議等)

日人員の派遣、出張、施設等への入所が伴 う等の区民の感染を拡大させ う

る業務

・業務上、職員以外のヒトと接しない、または、不特定多数 (外部)の ヒ

トと1～ 2m以 上の距離を保つて業務遂行可能な業務
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行と体制の確立

O感 染予防策の徹底
O発 生状況等の情報提供
O区 の相談体制を整備
O医 師会、薬剤師会等と連携を図り医療

体制を確保

O区 民に必要不可欠な業務は、継続ある
いは執行方法を変更して実施する。

O集 会等感染拡大の恐れのある業務や
区民への影響が少ない業務は、必要に
応じて中止する。

感染しやすい業務形態

Yes 感染拡大を防止するため、早期に

執行区分を変更する必要がある業
務。

No 感染拡大に及ぼす影響は少ない
ため、早期に執行区分を変更する
必要がない業務。

<業 務振り分け基準の定義>

「感染しやすい業務形態か否かュ、
「優先業務か否か」で分類し、分類ご
とL執 笠区分振り分!ナ基準を設定。

区民に必要不可欠な
(生命や経済活動等に

影響を与える)業務では
あるが、感染拡大に繋
がる危険性が高いた
め、業務の執行方法を
『変更』して、業務を続け
る。

区民に必要不可欠な
(生命や経済活動等に

影響を与える)業務であ
り、かつ、感染拡大に薬
がる危険性は低いた
め、平常どおり『継続』す
る。

中止した場合にも区民
への影響が少ない業務
であり、かつ、感染拡大
に繋がる危険性が高
い。よつて、感染拡大を
防止し、健康被害を最小
限にするため、都内流
行期(前期)から業務を
『中止』する。

Yes         No

感染しやすい業務形態

中止した場合にも区民
への影響が少ない業務
であり、かつ、感染拡大
に繋がる危険性も低い。
よつて、都内流行期(後
期)以降、優先業務継続
のための職員確保を目
的として、業務を『中止』
する。

優先業務

Yes 中止した場合、区民の生命や経済
活動等に影響が生じるため、中断
できない業務。

No 中止した場合、区民の生命や経済
活動等への影響がきわめて少ない

ため、一定期間の中断ができる業
務。

ＳｅＹ
　

優
先
業
務

No

Yos  Yos

●

分類

1
Yos  N。

●

No  Yos No   No

図 3基 本方針と業務張り分け基準との関係
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行 と体制の確立

(3)発 生段階別執行区分の振 り分け基準

①分類ごとに、発生段階別の執行区分を設定する。

①分類 1以外については、特定の発生段階で執行区分を 耶隊続」から 「変

更」または 「中止」 とする。

①以下に、分類ごとの執行区分を示す。

分類 1:執 行区分 「継続」 (期間 :すべての期間)

区民に必要不可欠な (生命や経済活動等に影響を与える)業 務で

あり、かつ、感染拡大に繋がる危険性は低いため、平常どお り 『継

続』する。

(「支払い業務」や 「システムの安定運用」など)

分類 2:執 行区分 「変更」 (期間 :都内流行期 (後期)か ら大規模流行期)

区民に必要不可欠な (生命や経済活動等に影響を与える)業 務で

はあるが、感染拡大に繋がる危険性が高いため、感染拡大の危険性

が高まる都内流行期 (後期)以 降は、業務の執行方法を 『変更』し

た上で、業務を続ける。

(「窓口業務」や 「相談業務」など)

分類 3:執 行区分 「中止」 (期間 :都内流行期 (後期)か ら大規模流行期)

感染拡大に繁がる危険性は低いが、中止した場合にも区民への影

響が少ない業務であるため、感染拡大による職員の欠勤が顕在化し

てくる都内流行期 (後期)以 降、優先業務継続のための職員確保を

目的として、業務を 『中止』する。

(「計画策定業務」や 「内部管理業務」の内、緊急度が低いもの

など)

分類4:執 行区分 「中止」 (期間 :都内流行期 (前期)か ら大規模流行期)

感染拡大に繋がる危険性が高く、かつ、中止した場合にも区民ヘ

の影響が少ない業務であるため、感染拡大を防止し、健康被害を最

小限にするため、感染拡大の初期段階である都内流行期 (前期)か

ら業務を 『中止』する。

(「イベント」や 「各種講座」など)
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行 と体制の確立

(4)執 行区分の修正

① 「(4)発 生段階別執行区分の振 り分け」によリー
律に定義 された

各業務の執行区分に対 し、業務の特性に応 じ執行区分を修正する必要
がある業務については、各課の判断により修正する。

図 4発 生段階ごとの業務執行区分振り分け
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行と体制の確立

4.業 務分析調査結果

(1)執行区分振り分け基準による業務分類結果

①すべての通常業務 (1,653件)を 、業務振り分けの2つの基準 (『感染

しやすい業務形態』、 『優先業務』)に より、分類した結果は、以下
のとおり。

表 9執 行区分振り分け基準による業務分類結果

業務執行区分振 り分け基準による業務分類の結果

■分類1:(優先業務「Yes」、感染しやすい業務形態「No」)
□分類2:(優先業務「Yes」、感染しやすい業務形態「Yes」)

□分類3:(優先業務「No」、感染しやすい業務形態「No」)
国分類4:(優先業務「No」、感染しやすい業務形態「Yes」)

図 5執 行区分振り分け基準による業務分類結果
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行と体制の権立

(2)発生段階別全業務遂行数

①総業務数は、新規発生業務数 306件、通常業務数 1,653件の 1,959件

となった。

①新規発生業務と通常業務 (執行区分振り分け基準による業務分類結果
から、さらに各課の判断により執行区分に修正を加えた結果)を 合わ
せた、区の発生段階別の全業務遂行数は、以下のとおり。

(※業務数は、平成 22年度時″点の葛飾区全課の業務数に基づく)

表 10発 生段階別全業務遂行数

発生前期

海外発生期

国内発生期

都内流行期 (前期)

都内流行期 (後期)

大規模流行期

流行終息期

図 6発 生段階別全業務遂行数

新規発生

業務
253 294 234 212 214

通常業務 1,653 1,653 1,652 1,075 837 1,653

継続 1,653 1,652 1,000 559 559

変更 0 0 278 0

再 開 0 0 0 0

総計 と,729 1,906 1,946 1,309 1,049 1,051 1,866
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行と体制の確立

5日 業務執行体制の確立

①都内流行期から大規模流行期にかけては、欠勤が増大するなどし、通常体制
での業務継続が困難となることが予想される。

①各担当者が不在の場合においても、必要不可欠な業務は適時・適切に遂行し

なければならないため、継続すべき業務を実施できる執行体制を事前に構築
しておく。

(1)指 揮命令者及び各業務の代行者の選任

①以下の作業については、毎年度当初に行 うこととする。

① 指揮命令者
・各課の長が不在の場合にも、適時適切に意思決定を行えるよう代行

者を選任する。
・選任の基準は、原則、第 1順位を庶務担当係長とし、その後は、職

層上位〕原とする。なお、職層が同じであれば、年齢が上の職員とす

る。

② 各業務の担当者
・各課の長は、必要不可欠な業務が遂行できるように主担当者と代行

者を事前に決定しておく。

①各課の長は、指揮命令者、各業務の担当者及び、代行者を明記する 「業

務執行体制表」を作成し、課内で周知しておく。

(※ 「業務執行体制表」は統一した様式に基づき作成する。)

(2)各 代行者への業務委任方法の決定

① 指揮命令者
・指揮命令者が罹患等により出勤できない場合には、事前に定めた順

序で自動的に委任される。

② 各業務の担当者
・主担当者が不在により、業務遂行が出来ない場合には、事前に定め

た代行者に自動的に委任される。

(3)各 代行者が代行業務を実際に執行できるための準備

①各代行者が代行業務を実際に執行できるように、以下の準備を進める。
・平常時からの代行者に対する教育や訓練
・業務マニュアル等の整備 等
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行 と体制の確立

6.人 員配置計画

①新型インフルエンザが発生すると、新規発生業務が増大すること等により職
員が不足する課と、区民への影響が少ない業務を中止することにより職員が
余宋Jする課が生じる。

①これらの人的資源の状況を把握し、職員が不足すると見込まれる課に対し、
他課・他部からの応援職員を配置させる全庁横断的な人員配置を行 う。なお、
まず部庶務担当課長が部内で調整を行い、調整が困難な場合は、人事課が部
間の調整を行 う。

図 7全 庁横断的な人員配置のイメージ

7.区 有施設等における感染予防策の実施

①新型インフルエンザ発生時、区有施設等では、新型インフルエンザの感染拡
大を予防するために、来庁者、職員に対しての対策や庁舎内における対策を
実施する。

(1)来 庁者に対して実施する対策

①来庁者本人及び他の来庁者への感染拡大を防止する観点から、以下の
感染予防策を実施する。
・感染予防策や咳エチケットの啓発
・手洗い 。マスク着用等の依頼
・出入口での健康状態の確認 (体温預J定等)

通常時は課員7名で業務を
遂行している。

流行時

中止した業務の要員を新
規業務に従事させるが、必
要な要員は1名だけなの
で、2名余報する。

※要員が2名余剰

通常時は課員5名で業務を

遂イ予している。

花互塑壁 =
麺

中止した業務の要員を新
規業務に従事させるが、2

名不足している。

※3名必要な新規発生業務要員が2名 不足

竪準蓄1爺補録掻塁塚 紺
置するよう人軸置計画を
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行 と体制の確立

(2)職員に対して実施する対策

①職員の安全を守ると同時に、区民への感染拡大を防止する観点から、

以下の感染予防策を実施する。
・咳エチケットや手洗いの周知徹底
・マスク着用の徹底
・職員及び同居する家族の健康状況の把握
・必要に応じた外出自粛
・インフルエンザワクチンの接種 等

①今後、以下の対策について検討していく。
・時差出勤
・班交代制勤務等の勤務体制の整備 等

(3)庁舎内にて実施する対策

①職員及び来庁者の感染を防止するための物品の設置や庁舎内のルール

決定等の対策を実施する。
・ポスター ・テランによる手洗いやマスク着用等の感染予防策の周知
・出入日の制限
・消毒液の配置やマスクの配付
・庁舎内の消毒 ・清掃 ・換気等の徹底
・感染者が発生した場合の各課救護担当の設置

①今後、以下の対策について検討していく。
・エレベーターや人が集まる箇所の使用自粛要請や閉鎖
・窓日の一本化 等

8.広 報 B啓 発

①新型インフルエンザ発生時、一部の行政サービスは、サービスの提供方法の

変更もしくは中止となる。

①新型インフルエンザ対策としての新規発生業務を実施する。

①このような状況においては、積極的に区民や地域事業者等へ情報発信を行つ

ていく必要がある。

(1)区民 ・地域事業者への情報発信

①以下に示す方法にて情報発信を行 う。
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第 3章  発 生段階ごとの業務遂行と体制の確立

情報発信方法

①広報掲示板や防災無線等を活用 した情報発信や、区コールセンター (は

なしょうぶコール)を 活用 した問い合わせ対応を検討する。

(2)報 道機関への情報提供

①報道機関に対 して、主体的に区内の発生状況や対応状況について情報

提供を行 う。

①情報提供の手段 としては、以下のものを想定 している。
・プレス リリースの配信
・記者会見 等

①ケーブルテ レビ放送等に、積極的な情報発信を働きかける。
①報道機関には、取材等においては、以下の対応を求める。

・感染拡大の恐れがあるため、現場取材の自粛
・プライバシー侵害は重要な問題 となるため、罹患 した患者等への取

材の自粛

定期発行 している広報紙 (広報かつ し

か)に 新型インフルエンザに関する記
事を掲載する。

必要に応 じて、臨時号を発行する。

●行政サービスの変更内容や新型インフルエ
ンザ対策 (概要)

●感染予防対策や注意事項等の区民への啓発
●区内の新型インフルエンザの状況 (概要)
●ホームページやメールマガジンなど即時性

の高い情報発信媒体の紹介

●問い合わせ先の紹介

ホームページ 区のホームページ上に新型インフル
エンザ関連の専用ページを作成 し、新
型インフルエンザに関する詳細な情
報や行政サー ビスの提供状況を発信
する。

●都 ・区内での新型インフルエンザ発生、外出
自粛など緊急`性・重要性の高い事項 (詳細)

●行政サービスの変更内容や新型インフルエ

ンザ対策 (詳細)

●感染予防対策や注意事項等の区民への啓発

メールマガジン

新型インフルエンザ関連の記事を配
信する。

葛飾区安全 ・安心情報メール等にて、

自粛など緊急性 ・重要性の高い事項 (概要)
●行政サービスの変更内容や新型インフルエ

ンザ対策 (概要)

0問 い合わせ先の紹介

●都 ・区内での新型インフルエンザ発生、外出

コミュニティ F14放送を活用 して情報
を提供する。

●都 ・区内での新型インフルエンザ発生、外出
自粛など緊急性 ・重要性の高い事項 (概要)

●感染予防対策や注意事項等の区民への啓発
●ホームページやメールマガジンなど即時性

の高い情報発信媒体の紹介

●問い合わせ先の紹介

-21



第 4章  健 康危機管理体制

第4章  健 康危機管理体制

イロ発生段階 ごとの健康危機管理体制

(1)発生段階ごとの健康危機管理体制

①新型インフルエンザ発生段階ごとの健康危機管理体制は、以下のとお

り。

表 12発 生段階ごとの健康危機管理体制

感染症関係機関
連絡会

・招集者

保健所長
・構成員

医療機関代表 ・警察署代表 ・

消防署代表及び区職員
・事務局

保健所保健予防課

。新興 。再興感染症及び広域
感染症発生に対する関係機

関相互の連携及び情報交換
・研修 ・講演会等を通して、
最新の感染症情報の共有化

健康危機管理

対策会議 保健所長
・構成員

各部庶務担当課長等
・事務局

保健所地域保健課

報共有と調整

健康危機管理

対策本部 区長
・副本部長

副区長 ・教育長
・本部員

各部長

及び区長が必要と認めた者
・事務局

保健所地域保健課

【設置】
海外でヒトーヒト感染
が認められ、新型インフ
ルエンザが発生したこ
とが確認された場合

・感染拡大防止活動
・被害者への支援
。関係機関との連絡調整
・広報、相談活動
・BCP発動の可否

平常時と同メンバー

必要な場合に適宜

・各部の役害J分担の調
。当面の対応策の策定
・関係機関との連絡調整

・議長

保健所長
・構成員

保健所内各課長
・事務局

保健所地域保健課

必要な場合に適宜 ・関係部局との連携
・関係機関との連携
。当面の対応策の検討

健康危機管理

対策本部の解散 都知事の終息宣言が発
令された場合、または、
国や他の自治体の状況
を踏まえ区長が解散と

判断した場合

・感染防止策の停止
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第4章  健 康危機管理体制

(2)健 康危機管理体制の執行体制の確保

①健康危機管理体制を遂行するにあたり、代表者が罹患し、出勤困難な
場合等、出勤できない状況を想定し、あらかじめ代行者を選任する。

①いかなる場合においても健康危機管理体制の機能を停止させないよう
にする。

①健康危機管理対策本部長の代行者は以下のとおり。

表 13健 康危機管理体制の代行順位表

2.業 務継続計画の発動基準 と解除基準

(1)発 動基準

①計画の発動は、健康危機管理対策本部で協議の上、健康危機管理対策
本部長 (区長)に よる発動を宣言する。

①発動後は、区内の業務を事前に定めた業務執行区分に変更する。

(2)解 除基準

①業務の再開時期は、健康危機管理対策本部で協議の上、健康危機管理
対策本部長 (区長)に よる業務の再開を宣言する。

①業務の再開を宣言した後、変更や中止をしていた業務を再開する。
①すべての業務が再開したことを確認した後、健康危機管理対策本部長

(区長)に よる計画の解除を宣言する。

副区長 (区長職務

代理第 1順位)

副区長 (区長職務

代理第 2順 位)
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第5章  関 係団体等との連携

lB医 療体制の確保 に向けた対策

(1)医療体制の確保についての認識

①区民の健康被害を最小限にするためには、十分な医療体制の確保が必

要である。

①医療体制の確保のため、区は国や東京都と連携し、以下の取り組みを

行 う。
・発熱相談センター等の相談機関を保健所に設置
・新型インフルエンザの最新情報を医療機関へ周知

①区内の医療体制の確保のためには、要となる医療機関等の業務が継続

されることが必要なことから、日頃から医師会、歯科医師会、薬剤師

会と協議を行 う。

(2)医療機能の確保に向けた対策

①医療機関には、まん延期に医療体制を確保するため、事業 (診療)継       ャ

続計画の策定が必要である。

①区は、医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携を図り、医療体制の確保

に向けた取り組みを進めていく。

①区は、具体的な解決策を共有するため、情報交換会を開催する。

2.関 係事業者の業務継続 に向けた対策

(1)業務継続に係る関係事業者の役割

①業務を遂行するにあたっては、区職員のみで実施するわけではなく、

関係事業者との連携が必要となるものも少なくない。

①業務遂行に関係事業者との連携が必須である業務については、新型イ

ンフルエンザ発生時においても関係事業者のサービス等が継続するこ

とが求められる。

(2)今後の対策の方向性

①業務遂行にあたり必要不可欠となる関係事業者については、平常時か

ら連携及び協力関係を構築していくことが必要である。

①今後は、以下の取り組みを段階的に検討していく。
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第 1段階

① 連携体制を検討する必要のある事業者の選定
・業務を遂行するにあたり、必要不可欠であり連携体制を構築するこ
とが必要な関係事業者であるかどうかの選定を行 う。

② 関係事業者の業務継続についての確認
・必要な関係事業者が、新型インフルエンザ発生時に業務が継続でき
るかを確認する。

。必要な関係事業者が業務を継続できない場合の業務の遂行方法を検
討する。

第2段 階

① 関係事業者のBCPの策定状況の確認
・必要な関係事業者について、各課でBCPの策定状況を確認する。

② 関係事業者のBCPの策定の要請及び支援
・BCPを策定していない関係事業者について、BCPの策定を要請する。
。国、都等と連携し、BCPの策定支援を行 う。

③ 関係事業者との連携体制に関わる規定の整備
・業務を維持するための対応についての規定を整備する。
・業務を中止した際の対応についての規定を整備する。

第3段 階

① 関係事業者と連携して訓1練を実施
・区及び関係事業者の業務孫区続の実効性を高めるために、区と関係事
業者が連携した訓棟を実施する。

② 業務継続により罹患した場合の対応の検討
・区が業務を継続する上で、継続業務に関わる関係事業者が業務上罹
患した場合の対応については、国や都の動向を踏まえて検討する。

1

'連 携体制を検討する必
要のある事業者の選定
・ 関係事業者の業務継続
についての確認

・ 関係事業者のBCPの策
定状況の確認
・ 関係事業者のBCPの策
定の要請及び支援
・ 関係事業者 との連携体
待」に関わる規定の整備

図 8関 係事業者との連携体制の構築
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(3)情 報システムの維持に係る関係事業者との連携

①多くの優先業務の遂行に、情報システムが利用されている。
・多くの優先業務を継続するためには、情報システムの利用が不可欠

であり、新型インフルエンザ発生時にも安定して情報システムが稼

動することが極めて重要である。
・情報システムの管理運営を外部事業者に委託している場合、それら

関係事業者のサービス供給を確保できるように準備をしておく必要

がある。

①今後、情報システムの運用業者や保守業者との間の契約更改時、また

は新規契約時に、運用 ・保守に係る新型インフルエンザ発生時のサー

ビスレベル維持や協力体制構築の協定等を締結していく。

①情報システムの稼動を担保するための具体的な計画については、別途

策定する地震以外の脅威に対する 「葛飾区ICT部門業務継続計画

(ICT―BCP)」にて対応する予定である。なお、策定までの間は、 「葛

飾区ICT部門業務継続計画(ICT一BCP)<地震編>」を準用して対応する。
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第6事  業 務継続マネジメントの確立に向けて

1日業務継続マネジメン トの必要性

①BCPを策定しても、組織の改編や環境の変化等によって内容が陳腐化し、い
ざと言う時に活用できなければ、策定した意味がない。

①BCPは初めから完全な計画が策定されるわけではなく、本計画に基づく教育
や訓1練及び実効性の評価 ・検証をすることで新たな課題や気付きを抽出し、
改善を継続的に繰り返すことで実効性を確保することが求められる。

①BCPの実効性を確保するためには、BCPを策定して終わりにするのではなく、
業 務 継 続 マ ネ ジ メ ン ト ( B C M ) の P D C A ( P l a n ―D O 一C h e c k 一A c t i O n ) サイ ク ル を 継

続的に回していくことが必要である。

図 9 BCMの PDCAサ イクル
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第 6章  業 務継続マネジメン トの確立に向けて

表 14 B C Mの PD C Aサ イクル (内容)

2日教育の実施

(1)教育の目的

①BCPの実効性を確保するためには、策定しただけではなく、全職員に周

知し、各自が業務継続の重要性や新型インフルエンザ発生時における

役害Jをきちんと理解しておくことが重要である。

①今後本計画を全職員に浸透させるため、マニュアルの配布や集合研修

の実施等、継続的な教育活動の実施を検討する。

P(Plan)

計画の策定

業務継続に関わる基本方針を明確にし、BCPを 策定する。ま

た、BCPを 策定するための基礎情報を収集するため、各課の

業務内容調査、業務執行区分の振 り分け、新規発生業務の

抽出等の調査 ・分析作業を行 う。

D(Do)

導入 ・教育

策定した BCPを各課に導入する。優先業務 ・新規発生業務

を遂行するためには、職員に対して、BCPの必要性や意義、

BCPに 記載された具体的な業務手順の内容等に関する教育

を行う必要がある。職員への教育によつて、BCPへの理解を

促進させ、BCPの実効性を向上させる。

C(Check)

評価 ・検証

BCPの 実効性を検証するため、BCPの 試験 ・訓練を実施する。

試験 ・訓練は、各課の責務である優先業務 ・新規発生業務

の内容等に応 じて、様々な手法を組み合わせて実施する。

最後に、試験 ・訓練において発見された課題の解決方法を

検討する。

Aはction)

改善

BCPの評価 ・検証によつて発見された課題について、解決策

を講 じる。BCPの 内容や運用体制を修正したり、ボ トルネッ

クとなる資源を見直したりすることによって、BCPを糸隊続的

に改善する。
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(2)教育の方法

①今後実施を検討していく教育方法の例は、以下のとおり。

表 15教 育の実施方法(例)

3.訓 練の実施

(1)訓 練の目的

①新型インフルエンザ発生時に、全職員がBCPにて計画したとおりに行
動をするためには、業務継続の重要性や各自の役割を理解しておくだ
けでは不十分である。

①BCP発動時に各職員が適時適確な行動を自発的に遂行することが出来
るよう、平常時から訓練を実施し、習熟度を高めておくことが必要で
ある。

①その結果、職員各自が新型インフルエンザ発生時の自分の役害Jと責任
及びBCPに対する理解が深まり、いざという時にもあわてない自信が
つくことが期待できる。

①定期的な訓1練の実施により、職員の意識向上にも繁がる。
①本計画は様々な仮説を基に構築されている。そのため、実際に新型イ

ンフルエンザが発生する前に、計画した一連のプロセスや手続きなど
の実効性を確認しておく必要がある。

①訓1練を通して仮説の妥当性を確認し、期待される効果とのギャップを
把握することは、陳腐化しやすいBcPの性質上からも極めて重要であ
る。

パンフレットの配布 ●職員の BCPに関する認識や必
卜、平易な言葉等でまとめたパンフレットを作成 し、職員及び関係者に配布

BCP等の解説用共有フ

ォルダの整備

●各職員が自由にアクセスできる共有フォルダ等にBCPの 文書や FAQ(よ くあ
る質問とそれへの回答集)を掲示する。職員が BCPについて質問がある場合、
まず!まこのイントラネットを検索し、必要な情報の入手を可能とする。

●BCP理解の促進、新型インフルエンザ発生時の業務執行体制等について、研
修を実施する。

-29-



第 6章  業 務継続マネジメン トの確立に向けて

(2)訓練の実施方法

① BCP訓1練の手順

①以下の手順で、効果的な訓練を継続的に実施することを検討する。

表 16効 果的なBCP訓 練のための主なステップ(例)

② 訓1練の観点

①本計画に関わる訓練を実施する際は、以下に示すような観点から本

計画が新型インフルエンザ発生時に機能するかどうか、その実効性

を確認していくことを検討する。
・庁内の指揮命令系統が確立されているか
。優先業務 ・新規発生業務遂行にあたつての前提条件は整っている

か
。優先業務 ・新規発生業務を遂行することは可能か
。関係事業者との連携体制は整っているか

■ 訓練の目的と目標の設定

■ 訓練タイプの決定

■ 訓1練シナ リオの策定

■ 参加者、その他必要なリノースの特定

■ BCP訓 練計画書

■ 参加者へ訓1練概要の説明

■ 訓練計画書に沿つた計十練の実施

■ 訓練の進捗状況の把握 と適時評価

訓練結果の

まとめ

■ 訓練終了時の結果確認

■ 目 標達成度の確認

■ 訓練結果 レポー トの作成と関係者への配

布

BCP訓1練結果 レポ

ー ト
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4.BCPの 実効性の評価

①本計画が実効性を有していることを検証するためのチェックリス トを作成
する。

①本計画の運用状況について、チェックリス トを使って定期的に評価すること
により、本計画運用上の不備が発見されやすくなり、PDCAサイクルの継続
的な改善を促進する。

①チェックリス トは、環境の変化や不備の改善状況等により、必要に応じて更
新する。

5.課 題の洗 い出 し ・改善活動

①本計画の訓1練や実効性の評価を通じて明らかとなった課題を洗い出す。
①課題の解決に向けた対応を検討し、改善活動を行 う。
①その結果、本計画への反映が必要な事項については、随時本計画を更新する。
①また、毎年発生する人事異動や、業務及び業務プロセスの変更等の環境の変
化に合わせて、本計画を更新する。
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